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新型コロナウイルス感染症の対応について 

 

 新緑の候、保護者の皆様におかれましてはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。日頃よ

り本校の教育活動に対しまして、ご理解・ご協力を賜り誠にありがとうございます。 

さて、新型コロナウイルス感染症は、５月８日付けで、感染症の予防及び感染症の患者に対する

医療に関する法律上の５類感染症に移行し、文部科学省の衛生管理マニュアル及び北区の感染症対

策が改定されます。つきましては、本校におきましても下記のとおり対応させていただきたくお知

らせします。ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 

記 

 

１ 生徒の健康状態の把握について 

（１）登校前に、ご家庭で、健康観察をお願いします。発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状が

ある場合には、無理に登校せず、自宅での休養をお願いいたします。 

（２）登校後、体調不良になった場合は、保護者の方に連絡し早退となります。 

（３）これまでご協力いただいた、健康チェックカードによる体温の報告は不要です。 

（５月８日の登校時に、健康チェックカード・ケースを回収し学校で保管いたします。） 

 

２ 出席停止について 

（１）新型コロナウイルス感染症に罹患した場合は、「発症した後５日を経過し、かつ、症状が軽

快した後１日を経過するまで」、出席停止となります。 

登校再開時に、「出席停止解除届」の提出をお願いいたします。 

   なお、発症から１０日を経過するまでは、マスクの着用を推奨いたします。 

（２）同居の家族の方に感染者がいても、出席停止の対象としませんが、感染への不安等があり心

配な場合は、遠慮なく学校へご相談ください。状況に応じて出席停止を検討いたします。 

 

３ 基本的な感染症予防対策について 

（１）適切な換気を確保します。 

（２）手洗い等の手指衛生や咳エチケットを指導します。 

（３）学校生活におけるマスクの着用は、原則として個人の判断によります。ただし、通学時に混

雑した電車やバスを利用する場合は、マスクの着用を推奨いたします。 

 

４ 給食について 

（１）給食当番は、マスクの着用をお願いします。受け取りの生徒には、マスクの着用を求めませ

ん。配膳時は、会話を控えるよう指導します。 

（２）感染流行時には、座席を向かい合わせにしません。 
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